呉市立中学校等採点支援システム提供業務に関する
公募型プロポーザル仕様書	

１　業務概要
(1) 業務名
呉市立中学校等採点支援システム提供業務
(2) 業務の目的
生徒数３０人以上の学年を１つ以上有する呉市立中学校等に対し採点支援システムを導入し，採点・集計・分析をコンピュータで行う。これにより，生徒一人一人に学習データを短期間のうちに適切にフィードバックすることで，生徒の主体的な学習サイクルを確立し，学力の定着を図る。また，テスト等に係る教職員の採点・集計・分析等の業務にかかる時間を削減し，学校における働き方改革を推進することを目的とする。
(3) 契約期間
契約締結の日から令和９年３月３１日（水）までとする。
ただし，使用開始日は令和８年９月１日（火）とし，契約締結日から使用開始日前日までの間は準備期間とする。
なお，令和９年度以降の当該業務については，当該落札業者との随意契約を想定している。
(4) 業務場所
呉市及び呉市が指定する場所
　
２　業務の範囲
(1)　採点業務等効率化システムサービス提供
(2)　研修
(3)　セキュリティ対策その他
(4)　利用サポート

３　システム概要
受託者は，各学校で実施するテストにおいて，生徒が手書きで解答用紙に記入したもの（解答用紙は教員が独自に作成したものなどを含む。「解答用紙」は生徒が解答を記入する前の用紙のことを指すものとし，解答を記載したものは「答案」という。以下，同様とする。）を，教員がスキャナーで画像データ又はPDFデータ化し，採点支援システムにそのデータを登録することで，システムが自動的に答案の採点を行うとともに，パソコン画面で答案の採点・修正及び得点集計ができるシステムを提供する。

４　システム利用環境等
(1)　利用対象校及び教職員数等（令和７年５月１日現在）
	学校名
	教職員数（人）
	生徒数（人）
	通常学級数

	仁方中学校
	１５
	１３２
	５

	白岳中学校
	２７
	３１４
	９

	広中央中学校
	３８
	４５４
	１２

	郷原中学校
	１６
	１３０
	４

	横路中学校
	３１
	３６４
	１０

	阿賀中学校
	２３
	２５０
	７

	宮原中学校
	１３
	１１７
	３

	和庄中学校
	２５
	２５０
	７

	東畑中学校
	１９
	１８１
	６

	片山中学校
	１９
	２１７
	６

	呉中央中学校
	２４
	２３９
	７

	両城中学校
	１９
	１４７
	６

	吉浦中学校
	１７
	１３３
	４

	昭和中学校
	２９
	３４４
	９

	昭和北中学校
	３７
	４９４
	１３

	川尻中学校
	１６
	１６３
	６

	音戸中学校
	１９
	１５４
	６

	安浦中学校
	２７
	２０７
	７

	天応学園
	１７
	８８
	３

	計
	４３１
	４，３７８
	１３０



使用対象者は，使用対象校の教員全員とし，教員の増減による費用変動は無いものとする。
(2)　利用環境
利用対象校の教職員が使用するすべての校務用パソコンで利用できるものとする。パソコンの利用環境等の詳細は次のとおりとする。
ア　基本OS：WindowsOS，ChromeOSで利用できること。ただし，動作保証は，OS開発元のサポート期限までとする。
イ　ブラウザ：Microsoft Edge，Google Chromeで利用できること。ただし，動作保証は，ブラウザ開発元のサポート期限までとする。
ウ　利用方式：Web方式（システム利用のショートカットを準備するなどにより利用可能であり，ソフトウェアのインストールが不要であること。）
エ　スキャナ：学校にあるものを利用する（読み取り解像度：200dpi以上）
オ　アプリケーションを複数使い分けることなく，１つのシステムで操作が完結すること。
カ　第三者がアクセスできないようIP制限を行うこと。
[bookmark: _Hlk214290850]キ　複数校兼務教員が，Microsoftアカウント又はGoogleアカウントによるSSO（Single Sign-On）を用い，画面上に表示される学校リスト（プルダウン選択式等）から対象の所属校を選ぶことで，各校へ簡易にログインできること。
ク　利用者がストレスなく利用できる範囲内でレスポンスがあること。

５　システム機能サービス提供要件　　
　次のような機能を実現できるシステムで，利用に係る一定レベルのサポートが可能であること。
(1) 　生徒・教員データ管理
ア　生徒・教員情報の追加・削除・編集，またこれらが一括でも可能なこと。
イ　生徒に任意のグループを設定し，グループ別に答案の取り込み・採点を行えること。また，複数のグループを一括で登録可能なこと。
ウ　生徒の転出入がある場合，答案取り込みに支障がないよう工夫されていること。
(2) 　事前設定機能
ア	システムへ取り込む答案の用紙サイズ・枚数・表裏有無には制限がないこと。
イ	模範解答画像を読み込むことで，解答枠を自動で認識・作成が可能なこと。
ウ	模範解答画像に対して直接，解答欄位置・設問番号・配点・観点を一括設定できること。
エ　設問番号の，カタカナ・アルファベットを含めた自由編集が可能なこと。
オ	解答欄の範囲が，設定された内容（配点別・観点別・大問別）ごとに区別できること。
カ	設定した得点を各観点・大問ごとに確認できる機能を有すること。
キ	自動採点可能なマークシート方式の解答欄が記述式解答欄と混在しても使用可能なこと。専用紙が不要であり，範囲選択により一括でマーク枠設定が可能なこと。
[bookmark: _Hlk214290958]ク　設定内容（配点，観点，設問数，正答等）は採点中・結果出力後でも採点結果を保持した状態で変更可能なこと。
ケ　作成した試験設定情報を複製して利用できること。
コ　学校が自由に科目追加できること。
(3) スキャンデータ取り込み機能
ア	複数枚および両面答案の取り込みができること。
イ	傾きやずれ，天地逆転となった答案を，自動補正する機能を有すること。
ウ	答案の割り当て生徒を画面上で確認し，割り当てを変更できること。
[bookmark: _Hlk214290993]エ	欠席した生徒には答案を取り込まない設定が簡単にでき，後日，欠席生徒分のみを再取り込みできること。
[bookmark: _Hlk214291042]オ　取り込んだ答案の濃度補正が可能なこと。
カ　答案用紙と生徒マスタの自動名寄せが可能なこと。
(4) 採点機能
ア　生徒ごとの答案を１枚ずつ，および，同一設問の解答を数に制限なく並べて画面を切り替えることなく表示し採点できること。
イ　設問単位で，全クラス分一斉に採点が可能なこと。また，統合・分割作業を行うことなく，設問ごとに分担し複数の教職員が同時に採点可能なこと。
ウ　キーボードによる採点，クリックによる採点，また，○×一括採点ができること。
エ　解答の並び順を，出席番号順・採点結果順・OCR自動認識順・フラグ順から選択できること。
オ　設問一覧では，設問ごとの採点進捗や自動採点設定有無が確認できること。また，任意の設問を選択することで，当該設問の採点画面へ直接遷移できること。
カ　模範解答がスクロールなどの操作に影響されず常に表示され，参照しながら採点可能なこと。
キ　メモ機能が，各解答欄の任意の位置及び答案全体に配置可能なこと。また，設問一覧でメモの有無が確認可能なこと。
ク　添削コメントの内容はテキスト編集でき，縦書き横書きのいずれかを選択できること。また，添削コメントは定型登録可能で再利用が可能なこと。
ケ　作成した添削コメントをクリック操作で，各解答に連続入力できること。
コ　紙面のすべての領域に，様々な添削スタンプが利用可能なこと。また，自由線での添削も可能なこと。
サ　部分点については，任意の箇所に得点スタンプが複数配置できること。また，加点方式または減点方式のいずれかで，押下した得点情報が設問毎に自動集計されること。
シ　選択肢やマーク，数式（分数やルート，文字式など），英単語の自動採点を行うことができること。また，順不同・完答設問においても，利用が可能なこと。
ス　自動採点精度としては，極めて乱雑である等が無いケースにおいては，記号・数式・英単語の全てにおいて高い精度が可能なこと。
セ　一定時間毎に採点結果の自動保存が可能なこと。また，利用者ごとに自動保存のON／OFFを選択可能なこと。
(5) 結果出力機能
ア	集計した観点・小計別の得点及び合計点，設問データを，複数クラス一括およびクラスごとにExcel形式で出力できること。
イ	採点結果は，スキャンした答案のデータに○，×または△の記号が表示され，複数クラス一括，クラスごとおよび生徒個別にPDF形式で出力できること。
ウ	平均点や大問別，小問別の得点等が表示された個人成績表がPDF形式で出力できること。
エ　複数の試験結果を任意に組み合わせた総合個人成績表がPDF形式で出力できること。
オ	個人成績表では，偏差値・順位・平均点の表示が可能であり，表示有無については自由に設定できること。
(6) 分析機能
ア　設問別の正誤分布や平均点などを，一覧で確認できる画面があること。
イ　観点別・大問別の平均得点率を，クラス毎に確認できるグラフで表示できること。
ウ　教科の総合得点率の度数分布を，クラス毎に表示する機能があること。
エ　生徒個人の成績推移が確認できること。
(7)教育委員会機能
ア　教育委員会権限を用いて，各校の教師アカウント数・生徒アカウント数・答案アップロード枚数を一覧で確認できること。

６　保守・管理
ア　使用開始日前に，運用，操作に関する研修会等を実施し，採点システムを使用するにあたっての支援をすること。研修会等の内容，資料準備については，あらかじめ発注者と協議すること。
イ　学校でのトラブル等が発生した際に，電話，メール等により相談に応じることができること。対応時間：平日午前９時から午後６時まで（ただし，土曜日及び日曜日・祝日・年末年始を除く）
ウ　AIを活用したチャット形式の問い合わせツールが，システム上から常時利用可能であるこ
と。
エ　システムに不具合が発生した際には，速やかに適切な処置を行うこと。
オ　マニュアルは紙・動画形式の両方で提供すること。
カ　利用率が低い学校に対して，教育委員会と連携し，個別ヒアリング・サポートなど継続利用を支援すること。

７　セキュリティ対策その他
受託者は，セキュリティ対策の実施に当たって，実施方法及び設定内容の詳細を発注者と協議の上で決め，必要十分な対策を行うこと。
(1) 　データセンターその他
ア　データセンターおよびサーバ環境は，日本国内に設置されていること。
イ　利用における準拠法は日本国法であり，管轄裁判所が日本にあること。
ウ　政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)クラウドサービスリストに登録されているパブリッククラウドサービスを使用すること。
エ　２４時間３６５日の利用を原則として，定期メンテナンス期間を除き，99.9%以上の可用性を確保できるハードウェア構成とすること。
オ　プログラムのバージョンアップ等保守作業としての計画停止を行う場合は，1 週間前までには発注者へ通知すること。
カ　サーバは毎日バックアップを行い，１週間7世代程度のデータを保持すること。
キ　障害の発生有無について，５分以内の間隔で監視していること。
ク　データセンターとのインターネット通信は，TLS 1.2 および TLS 1.3 に対応し，TLS 1.0 および TLS 1.1 を遮断すること。
ケ　WAFを導入し不正アクセスを検知・遮断すること。
(2) 　ウイルス対策等
ア　受託者は，適切なウイルス対策及びマルウェア対策を行い，情報の改ざん，毀損及び漏えいなどを防止すること。また，適切な構成管理を行い，採点業務等効率化サービスの動作に必要のないソフトウェアの削除又はサービスの停止を行うこと。
(3) 権限管理等
ア　受託者は，利用者が操作・閲覧等可能な情報の範囲を，当該利用者が所属する学校の生徒に係る情報に限定するような制限を適切に行うこと。最低限度の権限管理として，学校を超えたデータ閲覧が発生しないように，適切なアクセス制限を行える環境とすること。
イ　利用アカウントは，管理者・一般・採点のみの三段階で権限管理が可能なこと。
ウ　利用者がサービスにログインする際の認証機能として多要素認証の実施が可能なこと。
(4) 情報資産の取り扱い
ア　受託者は，本業務の遂行に当たり発注者の所掌する情報資産の保護（データバックアップを含むものとする。）について万全を期すものとし，その機密性，可用性及び安全性を維持する上で必要な対策を行うこと。
イ　受託者は，本業務を履行する上で知り得た情報を正当な理由なく第三者に与え，本業務の履行目的以外に使用することがないように関係者に周知徹底し，所要の教育を行うこと。
ウ　採点支援システムサーバ内の採点結果や答案画像はすべて暗号化して管理すること。
エ　受託者は，契約期間満了時には採点支援システムサーバ内のデータを削除すること。その際，発注者からの依頼に基づき，完全に削除されていることが確認できるよう廃棄証明書を添付すること。
(5) 業務委託に係るリスク管理
ア　受託者は，業務の実施に当たり，本業務に従事する従業員（再委託先等を含む。）若しくはその他の者による情報資産の保護（内部セキュリティ対策）に係る体制を整備すること。
イ　受託者は，不正な変更が発見された場合に，発注者と連携して原因を調査・排除できる体制を整備すること。
　ウ　システムメーカーは，ISO/IEC27001（情報セキュリティのマネジメント規格）を取得していること。
　エ　システムメーカーは，ISO/IEC27017（クラウドサービスの情報セキュリティ）を取得していること。

８　支払方法
　　完了払いとする。

９　その他
(1) 本業務を適切に遂行するため，必要に応じて，随時本市と協議を行うこと。 
(2) 業務の実施に際しては，本市の指示に従うこととし，本仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合については，本市と協議の上決定するものとする。 
(3) 業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。ただし，業務の全部又は主体的部分以外の部分を第三者に委任し，又は請け負わせる（以下「再委託」という。）ときは，当該業務範囲につき，あらかじめ本市と相談の上，承諾を得ること。また，再委託させたときは，受注者は本市に対して，再委託させた者の商号又は名称その他必要な事項を通知すること。 
(4) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関連法令及び呉市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに，本業務を通じて知り得た情報を機密情報として適正に管理することとし，当該情報を本業務の目的以外に利用し，又は第三者へ提供してはならない。契約が終了し，又は解除した後においても同様とする。なお，本業務の履行に当たる受注者の使用人及び再委託先も同様の責務を負う。

